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26790 

中小企業庁 
事業環境部企画課 
経営安定対策室 

加入関係手続き（倒産防止共済） 
・契約の申込み  

民間事業者⇒ 
中小企業基盤整
備機構 

 
54,129件 

 
0% 

 
20％ 

令和５年度中 
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中小企業庁 
事業環境部企画課 
経営安定対策室 

保全関係手続き（倒産防止共済） 
・掛金月額変更の申込み 
 

民間事業者⇒ 
中小企業基盤整
備機構 

 
45,795件 

 

 
0% 

 
20％ 

令和５年度中 
 

 
26778 
 

中小企業庁 
事業環境部企画課 
経営安定対策室 

解約関係手続き（倒産防止共済） 
・解約手当金の請求 
 

民間事業者⇒ 
中小企業基盤整
備機構 
 

 
30,086件 

 

 
0% 

 
20％ 

令和７年度中 

※オンライン利用率目標の設定は主要手続のみとする 
 
２．対象事業の概要 
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主、共同経営者又は会社等役員の方が、将来事業をやめられる場合や退任される場合に備え、

資金を準備しておくための共済制度。 
 中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産することを防止するため、共済契約者の拠出による
掛金を原資として共済金の貸付けを行う制度。  
 運営主体は（独）中小企業基盤整備機構。 



3 
 

※ 業務フローは別添 1「小規模企業共済及び中小企業倒産防止共済における業務の概略図」を参照。 
 
３．対象事業のオンライン化の状況 
現行の基幹コンピュータシステムは、オンライン化に対応していない。そのため、（独）中小企業基盤整備機構の第４期中期目標（平成 31

年 3月）に「大規模なシステム改修に着手」することを明記し、令和元年度に政府調達により２社と委託契約を締結し、令和２年 4月より新
システムの構築のための計画を策定中。新システムにおいて、共済制度への契約の申込みから給付等に至る手続きのオンライン化を実現して
いく予定（令和７年度半ばに新システム稼働予定）。ただし、一部の手続きについては先行してオンライン化を実現していく予定。 

 
 
＜オンライン化に向けた全体のスケジュール＞ 全体手続件数 （約 509 千件/年） 

令和５年度 ＜小規模企業共済＞ 
 加入関係手続き（約 209 千件/年） 
 ・契約の申込みや掛金の口座振替手続き 
 
保全関係手続き（約 67 千件/年） 
・掛金月額変更の申込みの受付 

 
<中小企業倒産防止共済> 
加入関係手続き（約 54 千件/年） 
・契約の申込み手続き 
 
保全関係手続き（約 46 千件/年） 
・掛金月額変更の申込みの受付 
















